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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和２年６月１０日（水） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １０名中１０名出席し、その氏名は次のとおり 

太 田   修  尾 上 昭 則  野 田   稔  由 喜 門  尊 

藤 原 由 果  木 下   泉  石 黒 五 月  大 森 茂 利 

久 山 英 之  藤 澤 美 芳 

 

４．議事に参与した者 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 青木 潔 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

５．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第４条許可申請について 

第３号議案 農地法第５条許可申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定・所有権移転） 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和２年度瀬戸内市農業委員会、第

３回の総会を始めさせていただきます。それでは開会にあたりまして、

木下会長よりごあいさつを申し上げます。 

議長 (会長 )  おはようございます。いよいよ田植えの季節ということで、お忙しい

中、本日もご出席いただきありがとうございます。本日も複数案件が

ございますので、皆様の適正な審査、ご意見のほどよろしくお願いし

ます。 

事 務 局 長 ありがとうございました。緊急事態宣言が 5月 21日に解除されまし

たが、まだまだ元に戻るには時間がかかりそうです。当市農業委員会

におかれましては、7月総会から通常総会に戻す予定となっておりま

す。また、本日の案件についても前回と同様に事務局が推進委員から

聞き取り調査を行い、代読という形で進めさせていただきます。ただ

いまの農業委員の出席数は定数１０名のうち１０名ということで、瀬

戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会が成立してい

ることをご報告いたします。以降の議事の進行につきましては木下会

長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、本日の議事録署名委員さんを指名させて頂きます。本日の 

署名委員さんに野田委員、由喜門委員、よろしくお願いします。 

早速ですが、議題の方に入らせて頂きます。まず、第１号議案、農地

法第３条許可申請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。農地法第３条許可申請

についてでございます。 

 【１番案件】 

        譲受人「牛窓町牛窓■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■

■■■」。譲渡人「岡山県岡山市北区■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農

地の所在地は「牛窓町牛窓３６９３」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は３８７㎡。「牛窓町牛窓３６９４」。登記、現況地目

はいずれも「畑」。面積は６７９㎡。「牛窓町牛窓３６９５」。登記、

現況地目はいずれも「畑」。面積は７９９㎡。「牛窓町牛窓３７３

６」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は６６２㎡。「牛窓町

牛窓３７６４－１」。登記、現況地目はいずれも「畑」。面積は３０

０㎡。譲受人の農地までの距離は５００ｍ。耕作面積は５，５００㎡

となっております。家族数、耕作者数はいずれも３名。取得の理由は

「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。

なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 
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第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人の■■さんは現在岡山市に住んでおり、

今後も瀬戸内市に帰ってくる予定がなく、耕作もできず困っていたと

ころ、今回申請をあげた農地の隣地を耕作している譲受人の■■さん

が代わりに耕作、管理をしても良いとのことだったのでお願いしたと

ころ、話がまとまりました。このことから本件の権利取得により周辺

の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないも

のと考えられます。なお、事務局と担当委員の山本委員で現地調査を

行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【２番案件】 

        譲受人「牛窓町鹿忍■■■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■」。譲

渡人「牛窓町鹿忍■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。農地

の所在地は「牛窓町鹿忍４１８４－１」。登記、現況地目はいずれも

「田」。面積は７８９㎡。譲受人の農地までの距離は１ｍ。耕作面積

は７，３００㎡となっております。家族数、耕作者数はいずれも２名。

取得の理由は「贈与」によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によ

るものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり■ ■とな

っております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 
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        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、申請地については、譲渡人の■■さんが今後

耕作することができなくて困っているところ、申請地の隣接地を耕作

している譲受人の■■さんが代わりに耕作、管理してくれるとのこと

でそれなら■■で譲りますとのことで話がまとまりました。このこと

から本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と担

当委員の山本委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確

認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【３番案件】 

        譲受人「長船町東須恵■■■■■■ ■■ ■ ■■■ ■■■■■

■」。譲渡人「岡山県岡山市中区■■■■■■■■■ ■■ ■■■ 

■■■ ■■」。農地の所在地は「長船町東須恵１８２３－１」。登

記、現況地目はいずれも「田」。面積は５７８㎡。譲受人の農地まで

の距離は１ｍ。耕作面積は８，４７６㎡となっております。家族数、

耕作者数はいずれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理

由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもの

で１０ａあたり■ ■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■」さんは、経営農地を全

て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕作

の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれま

す。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 
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        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲受人である■■さんが自己所有の農地と５

条申請で挙げている農地と合わせて露天駐車場に転用する際に、５条

申請案件の農地所有者である■■さんが、自身が所有する別の農地に

ついて、今後耕作を行うことが困難となり困っているから、その農地

も代わりに耕作、管理してほしいとの申し出があり、譲受人である■

■さんも了承したことで話がまとまりました。このことから本件の権

利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に

支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と担当委員の大森

委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

        以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【４番案件】 

        譲受人「長船町服部■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■■

■」。譲渡人「大阪府寝屋川市萱島南町■■■■ ■■ ■■ ■■

■ ■■」。農地の所在地は「長船町八日市３１２－１」。登記、現

況地目はいずれも「田」。面積は１，９２５㎡。譲受人の農地までの

距離は２，１００ｍ。耕作面積は１１２，６９５.７９㎡となっており

ます。家族数は５名、耕作者数は２名。取得の理由は「増反」による

もの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移

転によるもので１０ａあたり■ ■となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

        第２項第７号について、譲渡人の■■さんは現在大阪に住んでおり、

今後も瀬戸内市に帰ってくる予定がなく、耕作を行うことができず困

っていたところ、譲受人である■■さんが管理しても良いと言ってく
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れ、話がまとまりました。このことから本件の権利取得により周辺の

農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないもの

と考えられます。なお、事務局と担当委員の山本委員とで現地調査を

行い、周辺の農地の利用状況等を確認済です。 

 以上のことから、農地法第３条第２項各号には該当していないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

【５番案件】 

        譲受人「長船町八日市■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■

■■」。譲渡人「大阪府寝屋川市萱島南町■■■■ ■■ ■■ ■

■■ ■■」。農地の所在地は「長船町八日市２５６－２」。登記、

現況地目はいずれも「田」。面積は１，５５０㎡。「長船町八日市３

４９－１」。登記、現況地目はいずれも「田」。面積は９０５㎡。譲

受人の農地までの距離は３５０ｍ。耕作面積は６，９８６㎡となって

おります。家族数、耕作者数はいずれも３名。取得の理由は「増反」

によるもの。譲渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所

有権移転によるもので１０ａあたり■ ■円となっております。 

第２項第１号について、譲受人の「■■ ■■」さんは、経営農地を

全て適切に耕作、管理するのに十分な機械の能力を保有しており、耕

作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用できるものと見込まれ

ます。 

        第２項第２号について、譲受人は個人でありますので、適用はありま

せん。 

        第２項第３号について、信託ではないので適用はありません。 

        第２項第４号について、譲受人は農作業を行う必要がある日数につい

て、農作業に従事すると見込まれます。 

        第２項第５号について、譲受人が耕作の事業に供すべき農地は、当該

地区の下限面積を超えております。 

        第２項第６号について、許可申請に係る農地は譲渡人の所有農地であ

り、転貸には当たりません。 

第２項第７号について譲受人の■■さんが申請農地については、耕作、

管理をしてくれるということで話がまとまりました。このことから本

件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の

確保に支障は生じないものと考えられます。なお、事務局と担当委員

の山本委員とで現地調査を行い、周辺の農地の利用状況等を確認済で

す。以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。続きまして、担当委員さんのご意見

を伺いたいと思います。１番案件～５番案件について、事務局お願い

します。 
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事  務  局   担当委員さんに代わりまして、１番案件についてご説明します。譲渡

人の■■さんは現在岡山市に住んでおり、今後も瀬戸内市に帰ってく

る予定がなく、耕作もできず困っていたところ、今回申請をあげた農

地の隣地を耕作している譲受人の■■さんが代わりに耕作、管理をし

ても良いとのことだったのでお願いしたところ、話がまとまりました。

特に問題はありません。 

  次に、２番案件についてご説明します。申請地については、譲渡人の

■■さんが今後耕作することができなくて困っているところ、申請地

の■■■を耕作している譲受人の■■さんが代わりに耕作、管理して

くれるとのことでそれなら無償で譲りますとのことで話がまとまりま

した。今回の贈与による問題は特にありませんのでよろしくお願いい

たします。 

   次に、３番案件についてご説明します。本日の第２号、３号議案の４

条・５条申請案件で説明をいたしますが、譲受人である■■さんが自

己所有の農地と５条申請で挙げている農地と合わせて露天駐車場に転

用する際に、５条申請案件の農地所有者である■■さんが、自身が所

有する別の農地について、今後耕作を行うことが困難となり困ってい

るから、その農地も代わりに耕作、管理してほしいとの申し出があり、

譲受人である■■さんも了承したことで話がまとまりました。特に問

題はありません。 

次に、４番案件についてご説明します。譲渡人の■■さんは現在大阪

に住んでおり、今後も瀬戸内市に帰ってくる予定がなく、耕作を行うこ

とができず困っていたところ、譲受人である■■さんが管理しても良い

と言ってくれ、話がまとまりました。所有権移転に係る問題は特にあり

ませんのでよろしくお願いいたします 

次に、５番案件についてご説明します。こちらも４番案件と同様で、

譲受人の■■さんが申請農地については、耕作、管理をしてくれるとい

うことで話がまとまりました。同じく所有権移転に係る問題は特にあり

ません。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。以上で担当委員さんからの意見は終

わりましたが、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので，採決に入らせていただきます。 

ただ今の第１号議案農地法第３条許可申請について、許可に賛成の方、

挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 
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続きまして第２号議案、農地法第４条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第２号議案農地法第４条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  申請人「長船町東須恵■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■」。土

地の所在地は「長船町東須恵１８２２－４」。地目は「田」。面積は

２０７㎡。転用目的は｢露天駐車場」。施設の概要は「車庫 １棟 ３

６.８９㎡」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は米４２０

㎏となっております。資金は、自己資金が■ ■円。隣地への被害は

ありません。なお、転用申請によるもので、農用地区域外農地です。 

場所につきましては、資料５ページをご覧ください。美和小学校から

北に約３５０ｍところに位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件につ

いて、事務局、お願いします。 

事 務 局 担当委員さんに代わりまして、１番案件についてご説明させていただ

きます。申請人の■■さんは申請地の隣地に住んでおり、農業を営ん

でいます。しかしながら、現在住んでいる家に向かう進入路は幅員が

狭く、脱輪を起こしたこともあるとのこと。今後安全に出入りができ、

十分に駐車できるスペースを確保して農業を今後も続けていくため、

露天駐車場として今回の申請を行いました。農用地区域外であり、隣

地や排水関係にも問題は特にありませんので、よろしくお願いいたし

ます。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第２号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第２号議案農地法第４条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第３号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 
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事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。第３号議案農地法第５条許

可申請についてご説明いたします。 

【１番案件】 

  借人「広島県広島市中区宝町１番２０号 建設業 戸田建設株式会社 

広島支店 支店長 武田 茂樹」。貸人「邑久町上山田■■■■■■ 

■■■■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町豆田１０８４

－１」。地目は「田」。面積は２，０２８㎡。「邑久町豆田１０９

０」。地目は「畑」。面積は２，０６３㎡。転用目的は｢露天駐車場及

び露天資材置場」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は米

４８０㎏となっております。資金は、自己資金が■ ■円となってお

ります。隣地への被害はありません。なお、賃貸借権設定によるもの

で１０ａあたり■ ■となっております。また、農用地区域外農地で、

一時転用となっております。また、開発協議申請中の農地でもありま

す。場所につきましては、資料６ページをご覧ください。旭東から北

西へ約１００ｍところに位置しております。 

【２番案件】 

  譲受人「邑久町豊原２６８６番地 住職 大賀島寺 代表役員 木村 

真尚」。譲渡人「邑久町豊原■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土

地の所在地は「邑久町豊原１０３３－４」。地目は「畑」。面積は２

３㎡。転用目的は｢通路」。農地区分は第２種農地で普通畑となってお

ります。隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるもので

１０ａあたり■ ■となっております。また、農用地区域外農地であ

ります。場所につきましては、資料７ページをご覧ください。邑久町

浄化センターから南に約３８０ｍのところに位置しております。 

【３番案件】 

  譲受人「長船町福岡■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■(持分５分

の３)  ■■■■(持分５分の２)」。譲渡人「邑久町箕輪■■■■ 

■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町上笠加 ２１２－６」。

地目は「畑」。面積は３０３㎡。転用目的は｢露天資材置場」。農地区

分は第２種農地で普通畑となっております。資金は自己資金が■ ■

円。隣地への被害はありません。なお、所有権移転によるもので１０

ａあたり■ ■となっております。また、農用地区域外農地でありま

す。場所につきましては、資料８ページをご覧ください。笠加簡易郵

便局より南に約５０ｍのところに位置しております。 

【４番案件】 

  譲受人「長船町東須恵■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■」。譲

渡人「岡山県岡山市中区■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■」。

土地の所在地は「長船町東須恵１８２３－４」。地目は「田」。面積
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は４２㎡。転用目的は｢露天駐車場」。施設の概要は「車庫 ３６.８

９㎡」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は米４２０㎏と

なっております。資金は自己資金が■ ■円となっております。隣地

への被害はありません。なお、所有権移転によるもので１０ａあたり

■ ■となっております。また、農用地区域外農地です。場所につき

ましては、資料９ページをご覧ください。美和小学校より北へ約３５

０ｍのところに位置しております。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。続き

まして、担当委員さんのご意見を伺いたいと思います。１番案件～４

番案件について、事務局お願いします。 

事 務 局 担当委員さんに代わりまして、１番案件についてご説明します。申請

地は一時転用案件となっております。村田製作所の工事施工会社であ

る戸田建設の工事作業員の臨時の駐車場として工事期間のみ使用した

いとのことでした。申請農地にビニルシートのようなものを敷いてそ

の上で駐車するとのことであり、特に問題もありません。 

 次に、２番案件についてご説明します。申請地の奥に譲受人が所有す

る墓地がありその通路の確保のため今回の申請に至りました。 

水路関係や隣地農地との関係についても特に問題ありませんのでよろ

しくお願いいたします。 

 次に、３番案件についてご説明します。譲受人は昨年より申請地の隣

地で石材店を経営している。現在の作業場のスペースが手狭となり、

資材を置いたり作業を行うスペースが足りないため、譲渡人の■■さ

んへ相談し、話がまとまりましたので申請をいたしました。現地確認

を行ったところ特に問題はありませんので大丈夫だと思います。よろ

しくお願いいたします。 

次に、４番案件についてご説明します。第２号案件で先ほど説明した

内容と重複しますが、今後、脱輪等を起こさず、安全に駐車するスペ

ースを確保するため、立川さんから農地を買い露天駐車場として使用

するとのことです。先ほどと同様に特に問題ありませんのでよろしく

願いいたします。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの第３号議案に

つきまして何かご意見、ご質問ありましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 
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それでは意見なしといたしまして、続いて、採決に入らせて頂きます。 

        第３号議案農地法第５条許可申請について、許可に賛成の方は挙手を

お願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定させて頂きます。 

続きまして、第４号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定・所有権移転）ということで、事務局の

説明をお願いします。 

事  務  局   それでは第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計

画についてご説明いたします。議案資料５頁目、６頁目をご覧くださ

い。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につい

て議案書をもとに朗読】 

議    長   はい、ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がござい

ましたらお願いいたします。 

（意見なし） 

議    長  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とさせてい

ただきます。 

それでは最後のその他の項目に入らせていただきます。事務局、お願

いします。 

事  務  局  まず、今後の予定を申し上げます。７月の総会につきましては、７月９

日木曜日に瀬戸内市役所 大会議室で開催予定となっておりますので

おねがいします。８月の総会につきましては、８月１１日火曜日を予

定しておりますので、よろしくお願いします。また、今日の初めに、

事務局長より説明がありましたが、７月総会より通常総会に戻す予定

となっております。しかしながら、第二波等の影響により再度、規模

縮小を行わざるをえない場合がありますので、判明次第随時報告いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もないようですので、これをもちまして、令和２年度

６月の総会を閉会とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 
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令和２年６月１０日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


